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平成２６年４月１８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 相続税連帯納付消滅に係る相続税還付金充当取消請

求事件 

口頭弁論終結日 平成２６年２月７日 

 

       判       決 

原告        Ｘ 

   被告        国 

   処分行政庁     岐阜北税務署長 

 

       主       文 

１ 本件訴えを却下する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

       事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   本件の請求の趣旨は、別紙訴状の「請求の趣旨」欄に記載のとおりである。

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

   本件は、岐阜北税務署長が、Ａ（以下「被相続人」という。）の死亡により

平成１０年６月６日に開始した相続（以下「本件相続」という。）に係る相続

税について、共同相続人の一人に滞納があったため、他の共同相続人である原

告に対し、相続税法３４条１項に基づく連帯納付債権に、被告が原告に対して

支払義務を負っていた国税還付金及び還付加算金（以下「本件還付金等」とい

う。）を充当する処分（以下「本件充当処分」という。）をしたところ、原告

が、本件充当処分は違法であるなどと主張して、被告に対し、その取消しを求
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める事案であると解される。 

２ 法令の定め 

（１）同一の被相続人から相続等により財産を取得した全ての者は、その相続等

により取得した財産に係る相続税について、当該相続等により受けた利益の

価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付義務を負う（相続税法３

４条１項）。 

（２）税務署長等は、還付金又は国税に係る過誤納金（以下「還付金等」という。）

があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない（国税通則法５６

条１項）。 

（３）税務署長等は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者に

つき納付すべきこととなっている国税があるときは、（２）の還付に代えて、

還付金等をその国税に充当しなければならない（同法５７条１項前段）。 

 ３ 前提となる事実 

以下の事実は、当事者間に争いがないか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ

り容易に認めることができる。 

 （１）当事者等及び本件相続について 

    原告、Ｂ及びＣ（以下、上記３名を併せて「原告等」という。）は、いず

れも被相続人とその妻との間の子であり、被相続人には原告等以外に子はな

い。被相続人は、平成１０年６月６日に死亡し、本件相続が開始した。（甲

５の１、乙１） 

 （２）本件還付金等について 

原告は、本件相続に係る相続税につき、岐阜北税務署長に対し更正の請求

をして更正の処分を受けたが、再度、更正の請求をしたところ、同署長は、

更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。そこで、原告は、同署長に対

する異議申立てを経て国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、同所

長は、平成２０年１月３１日付けで、同処分を全部取り消す旨の裁決をした。
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この裁決を発生原因として、原告に、合計９０１万３９００円の本件還付金

等が発生した。（甲１、乙１） 

（３）本件充当処分について 

岐阜北税務署長は、本件相続の共同相続人の一人が同人の相続税を滞納し

ていたことから、原告が当該滞納相続税につき本件相続により受けた利益の

価額に相当する金額の限度で連帯納付義務を負っていたとして、平成２０年

３月２４日付けで、本件還付金等を、原告が上記連帯納付義務に基づいて納

付すべきであった相続税に充当する旨の処分（本件充当処分）をした。（甲

１、１１の２、乙１） 

（４）本件訴訟に至る経緯について 

原告は、岐阜北税務署長に対し、本件充当処分につき、平成２０年４月１

３日付けで異議申立てをしたところ、同署長は、同年６月２７日付けでこれ

を棄却する旨の決定をした。（乙１） 

原告は、同年７月２２日付けで、国税不服審判所長に対し、本件充当処分 

につき審査請求をしたところ、同所長は、平成２１年２月１３日付けで、原

告の上記審査請求を棄却する旨の裁決をした。（乙１） 

原告は、同年８月１０日、大阪地方裁判所に対し、本件充当処分の取消等

を求めて訴えを提起し、平成２２年１２月１日、原告の請求をいずれも棄却

する旨の判決を受け、その後同判決は確定した。（乙１、２、３の１・２） 

（５）本件訴訟の提起 

その後、原告は、平成２５年９月２４日、本件訴訟を提起した。（顕著な 

事実） 

 ４ 争点 

本件における争点は、①本件の訴えが出訴期間を遵守しているか（争点１）、

②本件充当処分が適法か（争点２）であり、これらに関する当事者の主張は、

次のとおりである。 
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（１）争点１（出訴期間の遵守）について 

（被告の主張） 

本件充当処分については、平成２１年２月１３日付けで、原告の審査請求

を棄却する旨の裁決がされており、原告が本件訴えを提起した時点で上記裁

決の日から１年を経過しているのであって、行政事件訴訟法１４条に定める

出訴期間を経過している。そして、原告が出訴期間内に訴えを提起すること

ができなかったことにつき正当な理由は見いだせない。よって、本件訴えは、

出訴期間を徒過してなされた不適法なものである。 

（原告の主張） 

    争う。 

（２）争点２（本件充当処分の適法性）について 

（被告の主張） 

原告は、平成２１年に、本件充当処分が違法であるとしてその取消し等を

求める訴えを提起し、これを棄却する旨の判決が既に確定しているのである

から、本件充当処分が適法であることについては既判力が生じている。 

（原告の主張） 

本件相続に係る相続税の連帯納付義務は、平成２４年の相続税法３４条１

項の改正に伴い消滅しているし、遺留分を定める民法の規定にも違反してい

る。よって、原告には、上記連帯納付義務に基づいて納付すべき相続税がな

いところ、それにもかかわらず、これに本件還付金等を充当した本件充当処

分は違法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 行政事件訴訟法１４条３項は、処分につき審査請求をすることができる場合

において、審査請求があったときは、当該処分に係る取消訴訟は、その審査請

求をした者については、これに対する裁決の日から１年を経過したときは、正

当な理由がない限り、提訴することができない旨規定している。 
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そうであるところ、前記前提となる事実によれば、原告は、平成２０年７月

２２日付けで、国税不服審判所長に対し、本件充当処分につき審査請求をした

ところ、同所長は、平成２１年２月１３日付けで、原告の上記審査請求を棄却

する旨の裁決をしている。そして、本件訴えが提起されたのは、平成２５年９

月２４日であり、上記裁決の日から１年を経過していることが明白である。 

そして、原告は、出訴期間を遵守できなかったことについての正当な理由を

主張立証せず、本件において、上記正当な理由の存在を基礎付ける事情は見当

たらない。 

２ 結論 

以上の次第で、本件訴えは、行政事件訴訟法１４条３項の出訴期間を徒過し

て提起されたものであり、これについての正当な理由があるとも認められない

から不適法である。 

よって、その余の争点について判断するまでもなく、本件訴えを却下するこ

ととし、主文のとおり判決する。 

 

大阪地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官     西田 隆裕 

裁判官     山本 拓 

   裁判官     佐藤 しほり 


